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令和４年度長野市（一般会計・特別会計・企業会計）予算一覧
(単位：千円)

会　　　計　　　名 本年度予算額 前年度予算額 比　　　較

一般会計 162,270,000 155,280,000 6,990,000

国民健康保険特別会計 33,892,400 33,539,200 353,200

駐車場事業特別会計 123,500 127,800 △ 4,300

35,300 29,600 5,700

介護保険特別会計 35,537,800 35,000,000 537,800

授産施設特別会計 72,400 73,000 △ 600

鬼無里大岡観光施設事業特別会計 58,100 89,600 △ 31,500

後期高齢者医療特別会計 5,501,200 5,424,300 76,900

病院事業債管理特別会計 3,169,500 1,394,000 1,775,500

公共料金等集合支払特別会計 (1,796,000) (1,875,300) (△79,300)

計　　（　特　別　会　計　） 78,390,200 75,677,500 2,712,700

産業団地事業会計 341,200 791,300 △ 450,100

水道事業会計 12,816,800 12,879,700 △ 62,900

下水道事業会計 24,695,000 25,294,300 △ 599,300

戸隠観光施設事業会計 265,300 259,000 6,300

計　　（　企　業　会　計　） 38,118,300 39,224,300 △ 1,106,000

合　　　　　　　　　　計 278,778,500 270,181,800 8,596,700

（注）公共料金等集合支払特別会計については、重複計上となるため合計に含まない。

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

一般・特別・企業会計予算一覧一般・特別・企業会計予算一覧





長 野 市 一 般 会 計 予 算





1－1

議案第１号

令和４年度長野市一般会計予算

令和４年度長野市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ162,270,000千円と定める。

２

算」による。

　（債務負担行為）

第２条

る。

　（地方債）

第３条

る。

　（一時借入金）

第４条

は、20,000,000千円と定める。

　（歳出予算の流用）

第５条

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)

のこれらの経費の各項の間の流用

令和４年２月24日提出

長野市長　荻　原　健　司

地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

各項に計上した給料、職員手当及び共済費（会計年度任用職員の報酬に係

る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内で

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」によ

地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」によ

地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金借入れの最高額

一般会計1-1 一般会計
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第１表　歳入歳出予算
 歳   入 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 市税 58,874,000 

 1 市民税 26,922,000 

 2 固定資産税 22,580,000 

 3 軽自動車税 1,307,000 

 4 市たばこ税 2,111,000 

 5 入湯税 30,000 

 6 事業所税 2,099,000 

 7 都市計画税 3,825,000 

 2 地方譲与税 1,374,000 

 1 地方揮発油譲与税 309,000 

 2 自動車重量譲与税 941,000 

 3 森林環境譲与税 124,000 

 3 利子割交付金 42,000 

 1 利子割交付金 42,000 

 4 配当割交付金 183,000 

 1 配当割交付金 183,000 

 5 株式等譲渡所得割交付金 236,000 

 1 株式等譲渡所得割交付金 236,000 

 6 地方消費税交付金 8,475,000 

 1 地方消費税交付金 8,475,000 

 7 ゴルフ場利用税交付金 43,000 

 1 ゴルフ場利用税交付金 43,000 

 8 自動車税環境性能割交付金 114,000 

 1 自動車税環境性能割交付金 114,000 

 9 地方特例交付金・法人事業 1,193,000 

税交付金

 1 地方特例交付金・法人事業 1,127,000 

税交付金

 2 新型コロナウイルス感染症 66,000 

対策地方税減収補填特別交

付金

10 地方交付税 19,173,000 

 1 地方交付税 19,173,000 

一般会計 1-2
一般会計
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

11 交通安全対策特別交付金 68,000 

 1 交通安全対策特別交付金 68,000 

12 分担金及び負担金 774,519 

 1 負担金 774,519 

13 使用料及び手数料 2,700,651 

 1 使用料 1,854,485 

 2 手数料 846,166 

14 国庫支出金 25,358,759 

 1 国庫負担金 19,551,631 

 2 国庫補助金 5,667,292 

 3 国庫委託金 139,836 

15 県支出金 10,630,683 

 1 県負担金 6,675,001 

 2 県補助金 3,004,655 

 3 県委託金 951,027 

16 財産収入 565,091 

 1 財産運用収入 400,967 

 2 財産売払収入 164,124 

17 寄附金 1,323,300 

 1 寄附金 1,323,300 

18 繰入金 3,229,114 

 1 基金繰入金 3,229,114 

19 繰越金 100,000 

 1 繰越金 100,000 

20 諸収入 13,977,683 

 1 延滞金、加算金及び過料 34,513 

 2 預金利子 364 

 3 貸付金元利収入 9,047,971 

 4 受託事業収入 57,544 

 5 雑入 4,837,291 

21 市債 13,835,200 

 1 市債 13,835,200 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 162,270,000 

1-3 一般会計
一般会計
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 歳   出 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 議会費 720,777 

 1 議会費 720,777 

 2 総務費 16,073,282 

 1 総務管理費 12,712,345 

 2 徴税費 1,775,986 

 3 戸籍住民基本台帳費 1,083,250 

 4 選挙費 357,335 

 5 統計調査費 49,702 

 6 監査委員費 94,664 

 3 民生費 59,331,544 

 1 社会福祉費 13,259,301 

 2 児童福祉費 25,829,925 

 3 老人福祉費 13,690,555 

 4 生活保護費 6,551,763 

 4 衛生環境費 13,232,017 

 1 保健衛生費 7,122,830 

 2 環境総務費 299,077 

 3 環境清掃費 5,257,610 

 4 水道費 552,500 

 5 労働費 333,320 

 1 労働諸費 333,320 

 6 農林業費 2,285,441 

 1 農業費 1,896,855 

 2 林業費 388,586 

 7 商工観光費 16,237,745 

 1 商工費 13,887,131 

 2 観光費 2,350,614 

 8 土木費 16,825,315 

 1 土木管理費 399,316 

 2 道路橋りょう費 5,060,107 

 3 河川水路費 1,006,548 

 4 都市計画費 7,251,558 

 5 土地区画整理費 1,018,837 

一般会計 1-4
一般会計
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(単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 6 住宅費 2,088,949 

 9 消防費 5,093,389 

 1 消防費 5,093,389 

10 教育費 14,069,821 

 1 教育総務費 1,987,700 

 2 小学校費 3,726,223 

 3 中学校費 1,368,720 

 4 高等学校費 541,910 

 5 社会教育費 3,060,185 

 6 保健体育費 3,385,083 

11 災害復旧費 1,276,964 

 1 児童福祉施設災害復旧費 455,964 

 2 農林施設災害復旧費 70,000 

 3 公共土木施設災害復旧費 751,000 

12 公債費 16,590,385 

 1 公債費 16,590,385 

13 予備費 200,000 

 1 予備費 200,000 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 162,270,000 

一般会計1-5
一般会計
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1
統合型ＧＩＳの共用空間データ更新・整備業
務委託事業費

令和５年度から
令和７年度まで

671,363

2
若者ＵＪＩターン奨学金返還支援モデル事業
費

令和５年度から
令和13年度まで

216,000

3
公共用地及び公用地取得並びに保有のための
資金として金融機関が長野市土地開発公社へ
行う融資に対する債務保証

償 還 完 了 ま で
融資額70億円及び
こ れ に 対 す る
利 息 相 当 額

4 個人市県民税納税通知書作成業務委託事業費 令 和 ５ 年 度 40,794

5 軽自動車税納税通知書作成等業務委託事業費 令 和 ５ 年 度 7,995

6 固定資産税納税通知書作成業務委託事業費 令 和 ５ 年 度 21,228

7 長沼支所機能仮復旧事業費
令和５年度から
令和７年度まで

13,800

8 介護保険サービス基盤整備補助金 令 和 ５ 年 度 394,510

9 指定管理による長野市美和荘管理運営事業費
令和５年度から
令和７年度まで

101,175

10 資源再生センター基幹設備整備事業費 令 和 ５ 年 度 182,698

11
資源再生センター残渣運搬用大型車両取得事
業費

令 和 ５ 年 度 22,000

12 工場用地等取得事業助成金
令和５年度から
令和６年度まで

142,612

13 事業用地取得事業助成金
令和５年度から
令和６年度まで

63,443

第２表　債務負担行為
（単位：千円）

事　　　　　　　　　　項 期 間 限 度 額

1-6一般会計

一般会計



1－7

14 新事業創出支援資金利子補給金
令和５年度から
令和11年度まで

236

15 ものづくり研究開発事業補助金 令 和 ５ 年 度 4,000

16 高度ＩＣＴ技術者雇用促進事業補助金 令 和 ５ 年 度 1,000

17 長野共同高等職業訓練校再配置事業費 令 和 ５ 年 度 177,200

18
エムウェーブ長寿命化改修工事設計業務委託
事業費

令 和 ５ 年 度 122,930

19
長野運動公園総合体育館ＰＰＰ/ＰＦＩアド
バイザリー業務委託事業費

令 和 ５ 年 度 16,962

20 市道長野南２２２号線改良用地取得事業費 令 和 ５ 年 度 27,000

21 市道長野西２６７号線改良用地取得事業費
令和５年度から
令和８年度まで

305,000

22 市道中組下氷鉋小線歩道設置用地取得事業費 令 和 ５ 年 度 7,800

23
（仮称）若穂スマートＩＣ整備埋蔵文化財発
掘調査事業費

令和５年度から
令和９年度まで

687,888

24 山王小柴見線事業用地再取得事業費
令和５年度から
令和９年度まで

690,797

25 川中島幹線事業用地再取得事業費
令和５年度から
令和８年度まで

1,813,015

26 七瀬居町線事業用地再取得事業費
令和５年度から
令和８年度まで

780,000

（単位：千円）

事　　　　　　　　　　項 期 間 限 度 額

一般会計1-7
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27 長野市都市計画基礎調査業務委託事業費 令 和 ５ 年 度 4,500

28 裾花小学校東校舎長寿命化改修事業費 令 和 ５ 年 度 342,137

29
裾花中学校東校舎・技術科棟長寿命化改修事
業費

令 和 ５ 年 度 358,549

30 朝陽小学校校地拡張事業費
令和５年度から
令和８年度まで

296,068

31 （仮称）豊野防災交流センター整備事業費
令和５年度から
令和６年度まで

630,595

32 松代城跡太鼓門前橋外整備事業費 令 和 ５ 年 度 96,000

（単位：千円）

事　　　　　　　　　　項 期 間 限 度 額

一般会計 1-8

一般会計
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第３表　地方債
(単位：千円)

限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法

1 総務管理施設整備事 273,100

業費

2 総務管理事業費 14,900 同　　　上 同　　　上 同　　　上

3 障害者福祉施設整備 348,900 同　　　上 同　　　上 同　　　上

事業費

4 児童福祉施設整備事 89,200 同　　　上 同　　　上 同　　　上

業費

5 児童福祉事業費 500 同　　　上 同　　　上 同　　　上

6 老人福祉施設整備事 32,100 同　　　上 同　　　上 同　　　上

業費

7 清掃施設整備事業費 190,500 同　　　上 同　　　上 同　　　上

8 勤労者福祉施設整備 57,100 同　　　上 同　　　上 同　　　上

事業費

9 農林施設整備事業費 380,200 同　　　上 同　　　上 同　　　上

10 農業事業費 900 同　　　上 同　　　上 同　　　上

11 林業整備事業費 21,100 同　　　上 同　　　上 同　　　上

12 観光施設整備事業費 424,600 同　　　上 同　　　上 同　　　上

13 土木管理事業費 2,600 同　　　上 同　　　上 同　　　上

14 道路橋りょう整備事 1,953,300 同　　　上 同　　　上 同　　　上

業費

15 道路橋りょう事業費 37,600 同　　　上 同　　　上 同　　　上

16 河川水路整備事業費 483,400 同　　　上 同　　　上 同　　　上

17 都市計画整備事業費 601,800 同　　　上 同　　　上 同　　　上

18 住宅整備事業費 206,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

19 消防施設整備事業費 99,500 同　　　上 同　　　上 同　　　上

20 教育総務事業費 42,300 同　　　上 同　　　上 同　　　上

21 小学校施設整備事業 1,434,700 同　　　上 同　　　上 同　　　上

費

起債の目的

普通貸借又は債
券発行。ただ
し、債券発行の
細目については
市長が定める。

年5.0％以内
ただし、利率見
直し方式で借り
入れる資金につ
いて、利率の見
直しを行った後
においては、当
該見直し後の利
率

公 的 資金 につ い て
は、その融通条件に
より、民間等資金の
場合にはその債権者
と協定するものによ
る。ただし、財政そ
の他の都合により据
置期間及び償還期限
を短縮し、又は繰上
償還もしくは低利に
借換えすることがで
きる。

一般会計1-9

一般会計
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(単位：千円)

限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法

22 中学校施設整備事業 174,700

費

23 社会教育施設整備事 273,500 同　　　上 同　　　上 同　　　上

業費

24 保健体育施設整備事　 57,700 同　　　上 同　　　上 同　　　上

業費

25 庁舎災害復旧事業費 1,900 同　　　上 同　　　上 同　　　上

26 社会福祉施設災害復 206,700 同　　　上 同　　　上 同　　　上

旧事業費

27 公共土木施設災害復 223,100 同　　　上 同　　　上 同　　　上

旧事業費

28 過疎地域持続的発展 45,300 同　　　上 同　　　上 同　　　上

事業費

29 水道事業出資金 140,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

30 臨時財政対策債 6,018,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

起債の目的

普通貸借又は債
券発行。ただ
し、債券発行の
細目については
市長が定める。

年5.0％以内
ただし、利率見
直し方式で借り
入れる資金につ
いて、利率の見
直しを行った後
においては、当
該見直し後の利
率

公 的 資金 につ い て
は、その融通条件に
より、民間等資金の
場合にはその債権者
と協定するものによ
る。ただし、財政そ
の他の都合により据
置期間及び償還期限
を短縮し、又は繰上
償還もしくは低利に
借換えすることがで
きる。

一般会計 1-10
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議案第２号

令和４年度長野市国民健康保険特別会計予算

令和４年度長野市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条

定める。

２

る。

３

歳出予算」による。

　（地方債）

第２条

「第２表地方債」による。

　（歳出予算の流用）

第３条

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)

でのこれらの経費の各項の間の流用

(2)

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和４年２月24日提出

長野市長　荻　原　健　司

国民健康保険事業費納付金の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合に

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ33,384,000千円と

直診勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ508,400千円と定め

事業勘定及び直診勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入

地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすこ

とができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

国民健康保険特別会計2-1 国民健康保険特別会計
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第１表　歳入歳出予算　（事業勘定）
 歳   入 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 国民健康保険料 5,780,914 

 1 国民健康保険料 5,780,914 

 2 使用料及び手数料 3,240 

 1 手数料 3,240 

 3 国庫支出金 161 

 1 国庫負担金 1 

 2 国庫補助金 160 

 4 県支出金 24,163,944 

 1 県負担金 24,163,943 

 2 財政安定化基金支出金 1 

 5 財産収入 2,089 

 1 財産運用収入 2,089 

 6 繰入金 2,816,505 

 1 他会計繰入金 2,616,505 

 2 基金繰入金 200,000 

 7 繰越金 576,670 

 1 繰越金 576,670 

 8 諸収入 40,476 

 1 延滞金、加算金及び過料 10,133 

 2 貸付金元利収入 336 

 3 雑入 30,007 

 9 財政安定化基金借入金 1 

 1 財政安定化基金借入金 1 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 33,384,000 

国民健康保険特別会計（事業勘定） 2-2
国民健康保険特別会計（事業勘定）
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 歳   出 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 総務費 452,426 

 1 総務管理費 336,218 

 2 徴収費 114,310 

 3 運営協議会費 758 

 4 趣旨普及費 1,140 

 2 保険給付費 23,933,881 

 1 療養諸費 20,669,693 

 2 高額療養費 3,083,403 

 3 高額介護合算療養費 3,100 

 4 移送費 120 

 5 出産育児諸費 77,700 

 6 葬祭諸費 21,200 

 7 結核精神諸費 76,665 

 8 傷病手当金 2,000 

 3 国民健康保険事業費納付金 8,502,155 

 1 医療給付費 5,851,000 

 2 後期高齢者支援金 2,001,155 

 3 介護納付金 650,000 

 4 財政安定化基金拠出金 1 

 1 財政安定化基金拠出金 1 

 5 保健事業費 393,328 

 1 特定健康診査等事業費 268,715 

 2 保健事業費 124,613 

 6 積立金 2,089 

 1 積立金 2,089 

 7 諸支出金 95,120 

 1 償還金及び還付加算金 41,620 

 2 直診勘定繰出金 53,500 

 8 予備費 5,000 

 1 予備費 5,000 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 33,384,000 

2-3 国民健康保険特別会計（事業勘定）国民健康保険特別会計（事業勘定）
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第１表　歳入歳出予算　（直診勘定）
 歳   入 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 診療収入 310,714 

 1 外来収入 279,249 

 2 その他診療収入 31,465 

 2 使用料及び手数料 1,933 

 1 手数料 1,873 

 2 使用料 60 

 3 県支出金 1,664 

 1 県補助金 1,664 

 4 財産収入 1,389 

 1 財産運用収入 1,389 

 5 繰入金 177,580 

 1 他会計繰入金 124,080 

 2 事業勘定繰入金 53,500 

 6 繰越金 1,000 

 1 繰越金 1,000 

 7 諸収入 1,420 

 1 雑入 1,420 

 8 市債 12,700 

 1 市債 12,700 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 508,400 

国民健康保険特別会計（直診勘定） 2-4
国民健康保険特別会計（直診勘定）
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 歳   出 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 総務費 293,945 

 1 施設管理費 293,945 

 2 医業費 208,180 

 1 医業費 208,180 

 3 公債費 6,175 

 1 公債費 6,175 

 4 予備費 100 

 1 予備費 100 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 508,400 

国民健康保険特別会計（直診勘定）2-5
国民健康保険特別会計（直診勘定）
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第２表　地方債
(単位：千円)

起債の目的 限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法

 診療所整備事業費 12,700 普通貸借又は債
券発行。ただ
し、債券発行の
細目については
市長が定める。

公的資金について
は、その融通条件
により、民間等資
金の場合にはその
債権者と協定する
ものによる。ただ
し、財政その他の
都合により据置期
間及び償還期限を
短縮し、又は繰上
償還もしくは低利
に借換えすること
ができる。

年5.0％以内
ただし、利率見
直し方式で借り
入れる資金につ
いて、利率の見
直しを行った後
においては、当
該見直し後の利
率

国民健康保険特別会計 2-6国民健康保険特別会計
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議案第３号

令和４年度長野市駐車場事業特別会計予算

令和４年度長野市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ123,500千円と定める。

２

算」による。

令和４年２月24日提出

長野市長　荻　原　健　司

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

駐車場事業特別会計3-1 駐車場事業特別会計
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第１表　歳入歳出予算
 歳   入 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 使用料及び手数料 108,334 

 1 使用料 108,334 

 2 繰越金 15,106 

 1 繰越金 15,106 

 3 諸収入 60 

 1 雑入 60 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 123,500 

駐車場事業特別会計 3-2
駐車場事業特別会計
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 歳   出 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 駐車場事業費 122,500 

 1 駐車場管理費 122,500 

 2 予備費 1,000 

 1 予備費 1,000 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 123,500 

駐車場事業特別会計3-3
駐車場事業特別会計
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議案第４号

令和４年度長野市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

るところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ35,300千円と定める。

２

算」による。

　（債務負担行為）

第２条

る。

令和４年２月24日提出

長野市長　荻　原　健　司

令和４年度長野市の母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の予算は、次に定め

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」によ

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計4-1

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計



4－2

第１表　歳入歳出予算
 歳   入 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 繰入金 6,646 

 1 他会計繰入金 6,646 

 2 繰越金 16,458 

 1 繰越金 16,458 

 3 諸収入 12,196 

 1 貸付金元利収入 11,578 

 2 雑入 618 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 35,300 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 4-2
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
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 歳   出 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 母子父子寡婦福祉資金貸付 35,300 

事業費

 1 母子父子寡婦福祉資金貸付 35,300 

事業費

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 35,300 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計4-3
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
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令和５年度から
令和７年度まで

33,498
令和４年度決定分母子父子寡婦福祉資金修学資金
の翌年度以降貸付金

第２表　債務負担行為
（単位：千円）

事　　　　　　　　　　項 期 間 限 度 額

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 4-4母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計
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議案第５号

令和４年度長野市介護保険特別会計予算

令和４年度長野市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条

円と定める。

２

と定める。

３

は、「第１表歳入歳出予算」による。

　（歳出予算の流用）

第２条

る。

(1)

内でのこれらの経費の各項の間の流用

(2)

一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和４年２月24日提出

長野市長　荻　原　健　司

地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同

保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款

保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ35,534,000千

介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,800千円

保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額

地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第２項ただし書の規定により

歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定め

介護保険特別会計5-1 介護保険特別会計
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第１表　歳入歳出予算　（保険事業勘定）
 歳   入 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 保険料 7,456,236 

 1 介護保険料 7,456,236 

 2 使用料及び手数料 2,483 

 1 手数料 2,483 

 3 国庫支出金 8,439,635 

 1 国庫負担金 6,009,617 

 2 国庫補助金 2,430,018 

 4 支払基金交付金 9,197,787 

 1 支払基金交付金 9,197,787 

 5 県支出金 4,940,657 

 1 県負担金 4,650,796 

 2 県補助金 289,861 

 6 財産収入 4,355 

 1 財産運用収入 4,355 

 7 繰入金 5,451,462 

 1 一般会計繰入金 5,440,989 

 2 基金繰入金 10,473 

 8 繰越金 4,473 

 1 繰越金 4,473 

 9 諸収入 36,912 

 1 延滞金、加算金及び過料 102 

 2 貸付金元利収入 1,000 

 3 雑入 35,810 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 35,534,000 

介護保険特別会計（保険事業勘定） 5-2
介護保険特別会計（保険事業勘定）
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 歳   出 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 総務費 916,661 

 1 総務管理費 536,926 

 2 徴収費 45,272 

 3 介護認定審査会費 333,732 

 4 趣旨普及費 731 

 2 保険給付費 32,801,777 

 1 介護サービス等諸費 30,355,851 

 2 介護予防サービス等諸費 587,845 

 3 その他諸費 30,073 

 4 高額介護サービス等費 853,175 

 5 高額医療合算介護サービス 89,216 

等費

 6 特定入所者介護サービス等 885,617 

費

 3 地域支援事業費 1,799,084 

 1 包括的支援事業・任意事業 575,633 

費

 2 介護予防生活支援サービス 1,189,539 

事業費

 3 一般介護予防事業費 29,799 

 4 その他諸費 4,113 

 4 基金積立金 4,355 

 1 基金積立金 4,355 

 5 諸支出金 12,123 

 1 償還金及び還付加算金 12,123 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 35,534,000 

介護保険特別会計（保険事業勘定）5-3
介護保険特別会計（保険事業勘定）
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第１表　歳入歳出予算　（介護サービス事業勘定）
 歳   入 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 サービス収入 3,799 

 1 介護予防給付費収入 3,799 

 2 繰越金 1 

 1 繰越金 1 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 3,800 

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） 5-4
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）



5－5

 歳   出 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 総務費 493 

 1 施設管理費 493 

 2 サービス事業費 3,307 

 1 居宅介護支援事業費 3,307 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 3,800 

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）5-5
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）
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議案第６号

令和４年度長野市授産施設特別会計予算

令和４年度長野市の授産施設特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ72,400千円と定める。

２

算」による。

令和４年２月24日提出

長野市長　荻　原　健　司

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

授産施設特別会計6-1 授産施設特別会計
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第１表　歳入歳出予算
 歳   入 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 事業収入 11,000 

 1 受託作業収入 11,000 

 2 分担金及び負担金 45,491 

 1 負担金 45,491 

 3 使用料及び手数料 176 

 1 使用料 176 

 4 繰入金 14,533 

 1 他会計繰入金 14,533 

 5 繰越金 100 

 1 繰越金 100 

 6 諸収入 1,100 

 1 雑入 1,100 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 72,400 

授産施設特別会計 6-2
授産施設特別会計
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 歳   出 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 授産施設事業費 72,400 

 1 授産施設事業費 72,400 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 72,400 

授産施設特別会計6-3
授産施設特別会計
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議案第７号

令和４年度長野市鬼無里大岡観光施設事業特別会計予算

ろによる。

　（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ58,100千円と定める。

２

算」による。

令和４年２月24日提出

長野市長　荻　原　健　司

令和４年度長野市の鬼無里大岡観光施設事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

鬼無里大岡観光施設事業特別会計7-1 鬼無里大岡観光施設事業特別会計
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第１表　歳入歳出予算
 歳   入 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 繰入金 58,047 

 1 他会計繰入金 58,047 

 2 繰越金 53 

 1 繰越金 53 

○ 使用料及び手数料 - 

○ 使用料 - 

○ 県支出金 - 

○ 県補助金 - 

○ 財産収入 - 

○ 財産運用収入 - 

○ 諸収入 - 

○ 雑入 - 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 58,100 

鬼無里大岡観光施設事業特別会計 7-2
鬼無里大岡観光施設事業特別会計
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 歳   出 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 事業費 57,099 

 1 施設事業費 57,099 

 2 公債費 601 

 1 公債費 601 

 3 予備費 400 

 1 予備費 400 

○ 総務費 - 

○ 総務管理費 - 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 58,100 

鬼無里大岡観光施設事業特別会計7-3
鬼無里大岡観光施設事業特別会計
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議案第８号

令和４年度長野市後期高齢者医療特別会計予算

令和４年度長野市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,501,200千円と定める。

２

算」による。

令和４年２月24日提出

長野市長　荻　原　健　司

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療特別会計8-1 後期高齢者医療特別会計
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第１表　歳入歳出予算
 歳   入 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 後期高齢者医療保険料 4,299,930 

 1 後期高齢者医療保険料 4,299,930 

 2 使用料及び手数料 1,110 

 1 手数料 1,110 

 3 繰入金 1,193,474 

 1 一般会計繰入金 1,193,474 

 4 繰越金 10 

 1 繰越金 10 

 5 諸収入 6,676 

 1 延滞金、加算金及び過料 526 

 2 償還金及び還付加算金 6,120 

 3 雑入 30 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 5,501,200 

後期高齢者医療特別会計 8-2
後期高齢者医療特別会計
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 歳   出 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 総務費 61,385 

 1 総務管理費 53,959 

 2 徴収費 7,426 

 2 後期高齢者医療広域連合納 5,433,595 

付金

 1 後期高齢者医療広域連合納 5,433,595 

付金

 3 諸支出金 6,120 

 1 償還金及び還付加算金 6,120 

 4 予備費 100 

 1 予備費 100 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 5,501,200 

後期高齢者医療特別会計8-3
後期高齢者医療特別会計
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議案第９号

令和４年度長野市病院事業債管理特別会計予算

令和４年度長野市の病院事業債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,169,500千円と定める。

２

算」による。

　（地方債）

第２条

「第２表地方債」による。

令和４年２月24日提出

長野市長　荻　原　健　司

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすこ

とができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

病院事業債管理特別会計9-1 病院事業債管理特別会計



9－2

第１表　歳入歳出予算
 歳   入 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 諸収入 976,200 

 1 貸付金元利収入 976,200 

 2 市債 2,193,300 

 1 市債 2,193,300 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 3,169,500 

病院事業債管理特別会計 9-2
病院事業債管理特別会計
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 歳   出 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 公債費 976,200 

 1 公債費 976,200 

 2 貸付金 2,193,300 

 1 貸付金 2,193,300 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 3,169,500 

病院事業債管理特別会計9-3
病院事業債管理特別会計
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第２表　地方債
(単位：千円)

起債の目的 限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法

 長野市民病院貸付事業 2,193,300

 費

普通貸借又は債
券発行。ただ
し、債券発行の
細目については
市長が定める。

年5.0％以内
ただし、利率見
直し方式で借り
入れる資金につ
いて、利率の見
直しを行った後
においては、当
該見直し後の利
率

公的資金について
は、その融通条件
により、民間等資
金の場合にはその
債権者と協定する
ものによる。ただ
し、財政その他の
都合により据置期
間及び償還期限を
短縮し、又は繰上
償還もしくは低利
に借換えすること
ができる。

9-4病院事業債管理特別会計病院事業債管理特別会計
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議案第10号

令和４年度長野市公共料金等集合支払特別会計予算

よる。

　（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,796,000千円と定める。

２

算」による。

令和４年２月24日提出

長野市長　荻　原　健　司

令和４年度長野市の公共料金等集合支払特別会計の予算は、次に定めるところに

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

公共料金等集合支払特別会計10-1 公共料金等集合支払特別会計
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第１表　歳入歳出予算
 歳   入 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 繰替金収入 1,796,000 

 1 繰替金収入 1,796,000 

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 1,796,000 

公共料金等集合支払特別会計 10-2
公共料金等集合支払特別会計
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 歳   出 (単位：千円)

款 項 金　　　　　　額

 1 集合支払費 1,796,000 

 1 集合支払費 1,796,000 

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 1,796,000 

公共料金等集合支払特別会計10-3
公共料金等集合支払特別会計
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議案第11号

令和４年度長野市産業団地事業会計予算

　（総則）

第１条 令和４年度長野市産業団地事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 用地造成面積 3,299㎡

(2) 用地売却面積 4,541㎡

　（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　入

第１款 産業団地事業収益 202,400千円

第１項 営業収益 201,030千円

第２項 営業外収益 1,370千円

支　　　　　出

第１款 産業団地事業費用 165,200千円

第１項 営業費用 164,000千円

第２項 営業外費用 1,200千円

　（資本的収入及び支出）

第４条

収　　　　　入

第１款 資本的収入 31,000千円

第１項 他会計借入金 31,000千円

支　　　　　出

第１款 資本的支出 176,000千円

第１項 用地開発費 31,000千円

第２項 他会計借入金償還金 145,000千円

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額145,000千円は、過年度分損益勘定留保資金

145,000千円で補填するものとする。）

産業団地事業会計11-1

産業団地事業会計
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　（一時借入金）

第５条

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条

経なければならない。

(1) 職員給与費 9,561千円

　（重要な資産の処分)

第７条

(1) 処分する資産

令和４年２月24日提出

長野市長　荻　原　健　司

名　　　　　称 数　　量 処分の態様

綿内流通ターミナル 4,540.79㎡

重要な資産の処分は、次のとおりとする。

分譲等

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

土　　地

一時借入金の限度額は、31,000千円と定める。

次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

種 　類

産業団地事業会計 11-2産業団地事業会計
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議案第12号

令和４年度長野市水道事業会計予算

　（総則）

第１条 令和４年度長野市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水件数 135,900件

(2) 年間総給水量 32,790,000㎥

(3) 一日平均給水量 89,836㎥

(4) 主要な建設改良事業

原水施設改良事業 229,439千円

浄水施設改良事業 738,548千円

配水施設改良事業 3,393,800千円

　（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　入

第１款 水道事業収益 7,485,100千円

第１項 営業収益 6,665,051千円

第２項 営業外収益 820,048千円

第３項 特別利益 1千円

支　　　　　出

第１款 水道事業費用 6,414,600千円

第１項 営業費用 5,834,905千円

第２項 営業外費用 579,695千円

水道事業会計12-1 水道事業会計
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　（資本的収入及び支出）

第４条

千円で補填するものとする。）。

収　　　　　入

第１款 資本的収入 1,864,200千円

第１項 企業債 1,398,500千円

第２項 国庫補助金 20,140千円

第３項 工事負担金 124,410千円

第４項 受託建設収入 876千円

第５項 出資金 320,273千円

第６項 固定資産売却代金 1千円

支　　　　　出

第１款 資本的支出 6,402,200千円

第１項 建設改良費 4,662,031千円

第２項 企業債償還金 1,740,169千円

　（債務負担行為）

第５条

定める。

　（企業債）

第６条

定める。

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額4,538,000千円は、過年度分損益勘定留保資金

4,153,998千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額384,002

事　　　　　項 期　　間 限　度　額

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

402,000千円

犀川浄水場４号・５号井戸取水ポンプ更
新事業費

夏目ケ原浄水場取水ポンプ設備更新事業
費

夏目‐蚊里田送水管徳間工区老朽管解消
事業費

令和５年度から
令和６年度まで

143,000千円

68,400千円令和５年度

令和５年度

水道事業会計 12-2水道事業会計
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　（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条

と定める。

(1) 営業費用と営業外費用（消費税及び地方消費税に限る。）

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条

経なければならない。

(1) 職員給与費 1,031,428千円

(2) 交際費 50千円

　（他会計からの補助金）

第10条

ける金額は、552,500千円である。

　（たな卸資産購入限度額）

第11条 たな卸資産の購入限度額は、83,344千円と定める。

　（重要な資産の取得）

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

令和４年２月24日提出

長野市長　荻　原　健　司

償 還 の 方 法起 債 の 目 的 限  度  額 起債の方法

水道事業費

１台

1,398,500千円

水質検査器具 ガスクロマトグラフ質量分析計

公的資金について
は、その融通条件
により、民間等資
金の場合にはその
債権者と協定する
ものによる。ただ
し、財政その他の
都合により据置期
間及び償還期限を
短縮し、又は繰上
償還もしくは低利
に借換えすること
ができる。

普通 貸借
又は 債券
発行 。た
だし 、債
券発 行の
細目 につ
いて は市
長が 定め
る。

年5.0％以内
ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率の見直し
を行った後
に お い て
は、当該見
直し後の利
率

利　　率

事業費用及び資本的支出に充当のため一般会計からこの会計へ補助等を受

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

種　　類 数　　量名　　　　　　　　　称

水道事業会計12-3 水道事業会計
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議案第13号

令和４年度長野市下水道事業会計予算

　（総則）

第１条 令和４年度長野市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水件数 165,700件

(2) 年間総排水量 41,469,000㎥

(3) 一日平均排水量 113,614㎥

(4) 主要な建設改良事業

下水道管改良事業 140,800千円

公共下水道事業 2,619,486千円

流域関連公共下水道事業 1,105,500千円

流域下水道事業 139,397千円

特定環境保全公共下水道事業 496,646千円

農業集落排水事業 73,293千円

戸別浄化槽事業 26,160千円

　（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　入

第１款 下水道事業収益 14,862,500千円

第１項 営業収益 7,856,092千円

第２項 営業外収益 6,617,297千円

第３項 特別利益 389,111千円

支　　　　　出

第１款 下水道事業費用 13,159,800千円

第１項 営業費用 10,915,516千円

第２項 営業外費用 1,675,945千円

第３項 特別損失 568,339千円

　（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額6,337,000千円は、過年度分損益勘定留保資金

下水道事業会計13-1 下水道事業会計
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収　　　　　入

第１款 資本的収入 5,198,200千円

第１項 企業債 2,702,900千円

第２項 国庫補助金 1,264,170千円

第３項 工事負担金 80,189千円

第４項 受益者負担金 47,119千円

第５項 他会計負担金 1,103,821千円

第６項 固定資産売却代金 1千円

支　　　　　出

第１款 資本的支出 11,535,200千円

第１項 建設改良費 4,834,030千円

第２項 企業債償還金 6,700,770千円

第３項 国庫補助金返還金 400千円

　（債務負担行為）

第５条

定める。

農業集落排水処理施設及び戸別浄化槽維
令和５年度 65,500千円

持管理業務委託事業費

令和４年度東部終末処理場設備更新事業
令和５年度 614,000千円

費

令和５年度 22,000千円事業用車両購入費

費

限　度　額期　　間事　　　　　項

補給金

令和４年度融資分排水設備設置資金利子 令和５年度から

令和９年度まで
1,700千円

191,432千円で補填するものとする。）。

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

地方消費税資本的収支調整額201,351千円並びに繰越利益剰余金処分額

2,394,324千円、当年度分損益勘定留保資金3,549,893千円、当年度分消費税及び

361,200千円令和５年度

令和４年度豊岡浄化センター再構築事業
令和５年度 414,000千円

令和４年度東部終末処理場耐水化事業費

537,000千円西田川雨水ポンプ場整備事業費
令和５年度から

令和６年度まで

下水道事業会計 13-2 下水道事業会計
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　（企業債）

第６条

定める。

　（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

　（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条

と定める｡

(1) 営業費用と営業外費用（消費税及び地方消費税に限る。）

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条

経なければならない。

(1) 職員給与費 570,656千円

(2) 交際費 50千円

　（他会計からの補助金）

第10条

ける金額は、4,336,600千円である。

　（利益剰余金の処分）

第11条

(1) 減債積立金 191,432千円

繰越利益剰余金のうち191,432千円は、次のとおり処分するものと定める。

事業費用及び資本的支出に充当のため一般会計からこの会計へ補助等を受

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

公的資金について
は、その融通条件
により、民間等資
金の場合にはその
債権者と協定する
ものによる。ただ
し、財政その他の
都合により据置期
間及び償還期限を
短縮し、又は繰上
償還もしくは低利
に借換えすること
ができる。

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

年5.0％以内
ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率の見直し
を行った後
に お い て
は、当該見
直し後の利
率

起債の方法

普通 貸借
又は 債券
発行 。た
だし 、債
券発 行の
細目 につ
いて は市
長が 定め
る。

下水道事業費 2,702,900千円

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

起 債 の 目 的 限  度  額 償 還 の 方 法利　　率
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　（重要な資産の取得）

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

令和４年２月24日提出

長野市長　荻　原　健　司

事業用車両 バキューム車 １台

種　　類 数　　量名　　　　　　　　　称
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議案第14号

令和４年度長野市戸隠観光施設事業会計予算

　（総則）

第１条

よる。

　（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) スキー場利用者数 100,000人

(2) キャンプ場利用者数 54,000人

　（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　入

第１款 観光施設事業収益 100,079千円

第１項 営業収益 32,670千円

第２項 営業外収益 67,409千円

支　　　　　出

第１款 観光施設事業費用 116,579千円

第１項 営業費用 111,601千円

第２項 営業外費用 4,978千円

　（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　入

第１款 資本的収入 148,721千円

第１項 企業債 98,500千円

第２項 補助金等 50,221千円

支　　　　　出

第１款 資本的支出 148,721千円

第１項 建設改良費 98,500千円

第２項 50,221千円

令和４年度長野市戸隠観光施設事業会計の予算は、次に定めるところに

企業債償還金

戸隠観光施設事業会計14-1
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　（企業債）

第５条

と定める。

観光施設事業費 98,500千円

　（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は 100,000千円と定める。

　（他会計からの補助金）

第７条

令和４年２月24日提出

長野市長　荻　原　健　司

償　還　の　方　法

へ補助を受ける金額は、51,316千円である。

観光振興対策費（企業債償還に係る費用）として一般会計からこの会計

起 債 の 目 的 限　 度 　額

公的資金について
は、その融通条件
により、民間等資
金の場合にはその
債権者と協定する
ものによる。ただ
し、財政その他の
都合により据置期
間及び償還期限を
短縮し、又は繰上
償還もしくは低利
に借換えすること
ができる。

普 通 貸 借
又 は 債 券
発 行 。 た
だ し 、 債
券 発 行 の
細 目 に つ
い て は 市
長 が 定 め
る。

年5.0％以内
ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率の見直し
を行った後
に お い て
は、当該見
直し後の利
率

利　率起債の方法

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり
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